
一般廃棄物の処理に関する計画（本市では一般廃棄物資源化基本計画）は、廃棄物処理法第6条第１項で市
町村の廃棄物処理に係る長期計画を定めることが義務づけられている。この計画は、国、東京都、町田市の上
位計画との整合を図り、町田市の今後のごみ処理、資源化の在り方について定めたもので、その位置づけは、
下記のとおりである。

一般廃棄物資源化基本計画で示された基本方針を具体化するために、今回、2年間をかけて学識経験者・市
民・事業者と共に資源循環型施設整備基本計画を策定する。

資源循環型施設整備基本計画の位置づけ

資料  ３

廃棄物の減量その他の適正な処理に関する施策
の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的
な方針

循環型社会形成推進基本計画

国

東京都廃棄物処理計画

東京都

東京たま広域資源循環組合

多摩ニュータウン環境組合

基本方針
１．家庭から出る生ごみの１００％の資源化を推進します。
２．プラスチックごみの減量・資源化を推進します。
３．市民、事業者、行政の協働を進めます。
４．次世代型のリサイクル施設を整備し、ごみ処理の円滑な運営を進めます。
５．ごみの発生抑制と排出抑制の取り組みを進めます。

町田市

町田市基本構想・基本計画
町田市中期経営計画
町田市都市計画マスタープラン等

環境基本法

循環型社会形成推進基本法

廃棄物処理法

資源有効利用促進法

容器包装リサイクル法

家電リサイクル法

町田市一般廃棄物資源化基本計画

施策内容
○環境に配慮した清掃工場の建替え
○生ごみの資源化施設（メタン化施設）の建設
○環境に配慮したプラスチック圧縮施設の建設
○ビン・カンや金属、ガラス等を資源化するための総合資源化施設の整備
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